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特別会計
　特別会計とは、特定の事業を行う場合や特定の収入に基づいた事業を行う場合、その事業に係る経理を他

の会計と区別する必要があるため、法律や条例に基づいて設置しているものです。

　 水道事業は、地方公営企業法に基づき経理され、利用者の水道料金などで運営されています。

健全化判断比率等について（令和２年度決算）
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、令和２年度決算に基づく健全化判断比率および

資金不足比率について公表するものです。詳しくは町ホームページをご覧ください。

神川町の

財政運営は…

※早期健全化基準および財政再生基準とは、 いずれも国が定める基準で、 この基準以上の場合には、 早期健全化計画や財政再生計画の作成等が

 　義務付けられています。

※経営健全化基準以上の場合には、 経営健全化計画の作成等が義務付けられています。

この数値により、 町は健

全な財政運営を行ってい

ることが分かるのじゃ

１　健全化判断比率の状況

2　資金不足比率の状況

令和２年度決算
実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

赤字額なし 赤字額なし ６．８％ ー

早期健全化基準 １５．０％ ２０．０％ ２５．０％ ３５０．０％

財政再生基準 ２０．０％ ３０．０％ ３５．０％

令和２年度決算
水道事業会計 公共下水道事業会計 観光事業特別会計

不足額なし 不足額なし 不足額なし

経営健全化基準 ２０．０％ ２０．０％ ２０．０％

特別会計名 歳入額 前年度比率 歳出額 前年度比率

国民健康保険 １５億８，１４６万円 ２．２％ １５億３，８２１万円 １．５％

後期高齢者医療 １億４，３３７万円 ６．０％ １億３，４４８万円 ２．４％

介護保険 １２億１，１６３万円 ４．７％ １１億１，４３１万円 ２．６％

町営バス ２，２８１万円 １５０．４％ ２，２３１万円 １６２．０％

観光事業 ２，２８５万円 △７．２％ ２，１９６万円 △７．３％

公共下水道事業 １億４，６９３万円 ６．９％ １億４，１４３万円 ８．９％

区分 収入決算額 前年度比率 歳出決算額 前年度比率

収益的収入及び支出 ３億１，９７２万円 １．１％ ２億７，６２５万円 △０．９％

資本的収入及び支出 １４４万円 ２．１％ １億２，６９０万円 １５．９％

町民インタビュー～いきいきシニアライフ～
問合せ　地域包括支援センター　☎０４９５- ７4-1155　FAX ０４９５- ７4-1156

　神川町で生まれ育ち、学校を卒業してからは、米・

麦 ・ 梨の栽培、 ダンプトラックやスクールバスの運

転手をしていました。

・今までの生活は？

　毎朝５時に起床、 パソコンのメールチェック、 メダカ

の世話や植木の水やりをし、 朝食後に妻を職場まで車

で送迎。 帰宅後は、 ランニングマシンで１時間半ウォー

キング、 町の広報に載っていた埼玉ウォーキングアプ

リを使い、 毎日 8000 ～ 10000 歩を目標に頑張っ

ています。 今年の６月から町の週いち元気アップ体操

にも行き始めました。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・現在の生活は？

　孫が結婚する日を楽しみ

に、 元気で頑張っていきたい

と思います。

・これからの目標は?

　8 年前の検査で後縦靭帯骨化症と診断。 首や手

足に痛みの症状があり手足の動かしにくさがあり

ます。 最近では玄関の段差で落下したり、 転倒し

やすくなってきました。 転倒防止対策として住環境

を整備するため介護保険を申請しました。

・介護保険利用のきっかけは？

趣味のパソコン ・ アマチュア無線を
楽しんでいます！

　高齢者や障害者のお金、不動産、相続、成年後見などの電話相談に応じます。利用料は無料です｡「ど

こに話していいのか分からない。｣｢こんなことを相談してもいいの？」と思うことでも構いません。

　また、自分のことではなく、家族のことでもお気軽にご相談ください。

「成年後見相談ダイヤル」をご利用ください
問合せ　地域包括支援センター　☎０４９５-74-1155　FAX０４９５-74-1156

※神川町、本庄市、美里町、上里町に在住もしくは在勤の方、そのご家族がご利用できます。

※ご相談いただいた内容や個人情報は適正に管理しますので、第三者に漏れることはありません。

※係争中の案件に関するご相談には対応できません。

※オペレーターが相談内容をお聞きした後、相談員から折り返しご連絡します。

【成年後見制度とは？】

認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。

成年後見相談ダイヤル

 受付：平日の午前９時～午後５時☎０１２０－２３５－８３３ （フリーダイヤル）

相談無料 秘密厳守

【相談内容の具体例】

・認知症の父の入院代を本人の口座から支払いたいが、銀行で「成年後見人が必要」と言われた。

・高齢の母が最近、必要のない高額物品を何度も購入している。何かの詐欺にあっているみたい・・・

・知的障害をもつ子どもがいるが、自分が亡くなった後のことが心配・・・

・「成年後見」ってたまに聞くけどどんな制度？費用はいくらかかるの？

関
せ き ね

根　文
ふ み お

男さん　68歳 （元阿保）

【右写真】

自宅にある手作りのアマチュ

ア無線アンテナ。

昭和基地と交信したことも！

水道事業（企業会計）

健全！


